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厚生労働省医政局地域医療計画課

外来・在宅医療対策室

在宅医療に必要な連携を担う拠点の整備・運用について

令和７年１月 3 1 日（金）
第1 7 8 回市町村職員を対象とするセミナー



1. 第８次医療計画における在宅医療の体制整備について

2. 「在宅医療に必要な連携を担う拠点」について

3. 「在宅医療に必要な連携を担う拠点」と

「在宅医療・介護連携推進事業」との関わり
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1. 第８次医療計画における在宅医療の体制整備について
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2040年の人口構成について

• 2040年には、85歳以上人口を中心とした高齢化と生産年齢人口の減少が見られる。

• 地域ごとに見ると、生産年齢人口はほぼ全ての地域で減少し、高齢人口は、大都市部では増加、過疎地域で

は減少、地方都市部では高齢人口が増加する地域と減少する地域がある。
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令和６年８月26日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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訪問診療を受ける患者数が
最大となる年

医療需要の変化③ 在宅患者数は、多くの地域で今後増加する

○ 全国での在宅患者数は、2040年以降にピークを迎えることが見込まれる。
○ 在宅患者数は、多くの地域で今後増加し、2040年以降に237の二次医療圏において在宅患者数の

ピークを迎えることが見込まれる。
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15歳未満 15歳以上65歳未満 65歳以上75歳未満

75歳以上 65歳以上の割合 75歳以上の割合（再掲）

出典：厚生労働省「患者調査」（2017年）、総務省「住民基本台帳人口」（2018年）、「人口推計」（2017年）及び国立社会
保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2023年推計）」を基に厚生労働省医政局地域医療計画課において推
計。

※ 二次医療圏の患者数は、当該二次医療圏が属する都道府県の受療率が各医療圏に当てはまるものとして、将来の人口推計を用
いて算出。

※ 福島県は相双、いわきの２医療圏を含む浜通り地域が一体として人口推計が行われているため、地域別の推計を行うに当たっ
ては、これらの２地域を除く333の二次医療圏について集計。

凡例

：2020年以前に最大

：2025年に最大

：2030年に最大

：2035年に最大

：2040年以降に最大

令和４年３月４日 第７回第８次医療計画等に関する検討会 資料１（一部改）

令和６年３月29日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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85歳以上の人口の推移年齢階級別の要介護認定率
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出典：2022年９月末認定者数（介護保険事業状況報告）及び2022年10月１日
人口（総務省統計局人口推計）から作成
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８５歳以上全体の認定率：５７．７％

６５歳以上全体の認定率：１８．９％
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（資料）将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
（令和５(2023)年４月推計）出生中位（死亡中位）推計

 2020年までの実績は、総務省統計局「国勢調査」（年齢不詳人口を按分補正した人口）

医療需要の変化④ 医療と介護の複合ニーズが一層高まる

○ 要介護認定率は、年齢が上がるにつれ上昇し、特に、85歳以上で上昇する。
○ 2025年度以降、後期高齢者の増加は緩やかとなるが、85歳以上の人口は、2040年に向けて、引き続き増加が見

込まれており、医療と介護の複合ニーズを持つ者が一層多くなることが見込まれる。

令和６年３月29日新たな地域医療構想等に関する検討会資料（改）
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地域別にみた訪問診療需要の変化の状況
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2020年から2040年への訪問診療需要の変化率別市区町村数（人口規模別）

資料出所：厚生労働省医政局地域医療計画課において、2019年度NDB及び総務省「住民基本台帳人口｣(2020年1月)を用いて構想区域別の訪問診療受療率を作成し、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別

将来推計人口｣(2019年推計)に適用して作成。

※東京都特別区部及び政令市については、各区を一つの市区町村とみなして集計

・2020年から2040年にかけて、人口規模５万人未満の一部の市区町村等を除き、多くの市区町村で訪問診療の需

要は増加する見込み。特に、人口規模５万人以上50万人未満、50万人以上の市区町村では、多数の市区町村で

訪問診療の需要が50％以上増加する見込み。

令和６年８月26日新たな地域医療構想等に関する検討会資料
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訪問診療患者数の地域差、訪問診療患者数と介護保険施設定員数の地域差

資料出所：NDBデータ（2022年10月分）、厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」（2022年）及び総務省「住民基本台帳人口」（2023年1月）を基に厚生労働省医政局地域医療計画課において作成。
※ 訪問診療患者数については、65歳以上の者に限る。
※ 介護保険施設定員数については、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の定員数の合計。

在宅医療と介護保険施設は患者像が重複する場合があり、地域の資源に応じてサービス提供が行われている。訪問

診療患者数に係る地域差については、介護保険施設定員数と合わせると地域差は縮小する。
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（指数：全国=100） （変動係数0.32） （変動係数0.13）

訪問診療患者数の寄与

介護保険施設定員数の寄与
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在宅医療の体制について

○在宅医療の体制については、都道府県が策定する医療計画に、地域の実情を踏まえた課題や施策等を記載する。

○国は「在宅医療の体制構築に係る指針」を提示し、都道府県が確保すべき機能等を示している。

～ 「在宅医療の体制構築に係る指針」による在宅医療提供体制のイメージ ～

○入院医療機関と在宅医療
に係る機関との協働による
退院支援の実施

①退院支援

○  在宅療養者の病状の急変時における往診や訪
問看護の体制及び入院病床の確保

③急変時の対応

②日常の療養支援

○多職種協働による患者や家族の生活を支える
観点からの医療の提供

○緩和ケアの提供

○家族への支援

○住み慣れた自宅や介護施設等、
患者が望む場所での看取りの
実施

④看取り

○①～④の機能の確保にむけ、必要な連携を担う役割
・地域の関係者による協議の場の開催
・包括的かつ継続的な支援にむけた関係機関の調整
・関係機関の連携体制の構築 等

 ○①～④の機能の確保にむけ、積極的役割を担う
・自ら24時間対応体制の在宅医療を提供
・他医療機関の支援
・医療、介護、障害福祉の現場での多職種連携の支援

在宅医療において積極的役割を担う医療機関 在宅医療に必要な連携を担う拠点

・病院、診療所（歯科含む） ・薬局

・訪問看護事業所 ・居宅介護支援事業所

・地域包括支援センター

・短期入所サービス提供施設

・相談支援事業所 等

医療計画には、各機能を担う

医療機関等の名称を記載

多職種連携を図りつつ、24時間体制で在宅医療を提供

在宅医療の提供体制に求められる医療機能

・在宅療養支援診療所

・在宅療養支援病院 等

・市町村 ・保健所

・医師会等関係団体 等

圏域は、二次医療圏にこだわらず、市
町村単位や保健所圏域など、地域の資
源の状況に応じて弾力的に設定

【出典】「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」（令和５年3月31日医政局地域医療計画課長通知（令和５年６月29日一部改正））

令 和 ５ 年 度 第 ２ 回 医 療 政 策 研 修 会
第１回地域医療構想アドバイザー会議

令 和 5 年 ９ 月 1 5 日

資料

４
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概 要

在宅医療の提供体制

在宅医療における各職種の関わり

◆ 国は、都道府県に対し、訪問診療及び訪問看護の必要量の推計等を提供す
る。都道府県は、国から提供を受けたデータを踏まえ、在宅介護の提供体
制も勘案しながら在宅医療の体制整備を進める。

◆ 「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要な
連携を担う拠点」について、それぞれが担うべき機能や役割を整理する。

◆ 「在宅医療に必要な連携を担う拠点」と「在宅医療・介護連携推進事業」
との連携を進める。

• 今後見込まれる在宅医療の需要の増加に向け、地域の実情に応じた在宅医療の体制整備を進める。「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在
宅医療に必要な連携を担う拠点」を医療計画に位置付け、適切な在宅医療の圏域を設定する。

• 在宅療養患者の急変時に適切に対応するための情報共有や連携を進める。また、看取りに際し本人・家族の希望に沿った医療・ケアの提供を進める。平時か
ら在宅医療に係る関係機関の連携体制の構築を進め、災害時における業務継続計画(BCP)の策定を推進する。

• 医師・歯科医師の定期的な診察と適切な評価に基づく指示による、在宅療養患者への医療・ケアの提供を進める。在宅医療における各職種の機能・役割につ
いて明確にする。

急変時・看取り、災害時等における整備体制

◆ 訪問看護について、退院に向けた医療機関との共同指導、ターミナルケア等の機能や役割
に着目した整備や、事業所間の連携、業務効率化等について取組を進める。

◆ 歯科診療所と後方支援機能を有する歯科医療機関との連携や医科歯科連携の体制構築を進
めるとともに、歯科衛生士の機能・役割や訪問歯科診療への関わりについて明確化する。

◆ 多様な病態の患者への対応やターミナルケアへの参画等の観点から、在宅医療に関わる薬
剤師の資質向上を図り、麻薬や無菌製剤の調剤、小児在宅、24時間対応が可能な薬局の整
備を進め、在宅医療に必要な医薬品等の提供体制を構築する。

◆ 在宅療養患者が居宅において生活機能の回復・維持を図る観点からリハビリテーション提
供体制の整備は重要であり、その機能・役割について明確化する。

◆ 在宅療養患者の状態に応じた栄養管理を充実させるために、管理栄養士が配置されている
在宅療養支援病院や栄養ケア・ステーション等の活用も含めた訪問栄養食事指導の体制整
備が重要であり、その機能・役割について明確化する。

◆ 在宅医療における急変時対応に関係する機関として消
防機関や後方支援を行う医療機関を明確化するととも
に、地域の在宅医療の協議の場への参加を促す。

◆ 災害時においては、各関係機関での連携が重要になる
ことから、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」等に
おいて平時から連携を進めるとともに、国が策定した
手引きや事業等も活用しながら、業務継続計画(BCP)
の策定を推進する。

在宅医療の体制（第８次医療計画の見直しのポイント）

10



第２ 医療体制の構築に必要な事項

２ 各医療機能と連携

（５）在宅医療において積極的役割を担う医療機関
自ら24時間対応体制の在宅医療を提供するとともに、他の医療機関の支援も行いながら、医療や介護、障害福祉の現場での多職種連携

の支援を行う病院・診療所を、在宅医療において積極的役割を担う医療機関として医療計画に位置付けること。
また、在宅医療において積極的役割を担う医療機関については、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院等の地域において在宅医療

を担っている医療機関の中から位置付けることが想定される。
なお、医療資源の整備状況が地域によって大きく異なることを勘案し、在宅医療において積極的役割を担う医療機関以外の診療所及び

病院についても、地域の実情に応じて、引き続き、地域における在宅医療に必要な役割を担うこととする。

（６）在宅医療に必要な連携を担う拠点
地域の実情に応じ、病院、診療所、訪問看護事業所、地域医師会等関係団体、保健所、市町村等の主体のいずれかを在宅医療に必要な

連携を担う拠点として医療計画に位置付けること。
在宅医療に必要な連携を担う拠点を医療計画に位置付ける際には、市町村が在宅医療・介護連携推進事業において実施する取組との連

携を図ることが重要である。
また、在宅医療・介護連携推進事業の実施主体と、在宅医療に必要な連携を担う拠点とが同一となることも想定される。さらに障害福

祉に係る相談支援の取組との整合性に留意し、事前に市町村と十分に協議することが重要である。
なお、前項の在宅医療において積極的役割を担う医療機関が在宅医療に必要な連携を担う拠点となることも可能である。

第３ 構築の具体的な手順

２ 圏域の設定

（３）圏域を設定するに当たって、在宅医療の場合、医療資源の整備状況や介護との連携のあり方が地域によって大きく変わることを勘案
し、従来の二次医療圏にこだわらず、できる限り急変時の対応体制（重症例を除く。）や医療と介護の連携体制の構築が図られるよう、
在宅医療において積極的役割を担う医療機関及び在宅医療に必要な連携を担う拠点の配置状況並びに地域包括ケアシステムの状況も踏ま
え、市町村単位や保健所圏域等の地域の医療及び介護資源等の実情に応じて弾力的に設定する。なお、在宅医療において積極的役割を担

う医療機関及び在宅医療に必要な連携を担う拠点を圏域内に少なくとも１つは設定すること。

＜在宅医療の体制構築に係る指針（令和５年３月31日）より抜粋＞

在宅医療の体制構築に係る指針①（体制整備、介護との連携）令和５年度第１回医療政策研修会

令 和 5 年 ５ 月 2 4 日

資料

13
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第２ 医療体制の構築に必要な事項

２ 各医療機能と連携

（３）急変時の対応が可能な体制【急変時の対応】
② 在宅医療に係る機関に求められる事項
・ 患者の病状急変時にその症状や状況に応じて、円滑に入院医療へ繋げるため、事前から入院先として想定される病院・有床診療所と
情報共有を行う、急変時対応における連携ルールを作成する等、地域の在宅医療に関する協議の場も活用し、消防関係者も含め連携体制
の構築を進めることが望ましい
③ 入院医療機関に求められる事項
・ 特に、在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院においては、地域の在宅医療に係る機関と事前から情報共有を行う等連携すること
で、円滑な診療体制の確保に努めること

（４）患者が望む場所での看取りが可能な体制【看取り】
② 在宅医療に係る機関に求められる事項
・ 本人と家族等が希望する医療・ケアを提供するにあたり、医療と介護の両方を視野に入れ、利用者の状態の変化に対応し、最期を支
えられる訪問看護の体制を整備すること
・ 麻薬を始めとするターミナルケアに必要な医薬品や医療機器等の提供体制を整備すること

第３ 構築の具体的な手順

３ 連携の検討
（４）災害時においても、医療機関間や訪問看護事業所間等、また、医療機関、薬局、訪問看護事業所、居宅介護支援事業所等の関係機関

間、さらに市区町村や都道府県との連携が重要になることから、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」等において平時から連携を進める
とともに、国が策定した手引きや事業等も活用しながら、業務継続計画（BCP）の策定を推進すること。

＜在宅医療の体制構築に係る指針（令和５年３月31日）より抜粋＞

在宅医療の体制構築に係る指針②（急変時、看取り、災害時）令和５年度第１回医療政策研修会

令 和 5 年 ５ 月 2 4 日

資料
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第１ 在宅医療の現状

２ 在宅医療の提供体制
（２）日常の療養生活の支援

③ 訪問歯科診療
近年、口腔の管理が誤嚥性肺炎の発症予防につながるなど、口腔と全身との関係について広く指摘されており、口腔の管理の重要性が

高まっている。こうした観点から、歯科医師だけでなく、歯科衛生士の口腔の管理へのより一層の関わりが期待されている。今後は地域
の実情を踏まえ、歯科診療所と後方支援機能を有する歯科医療機関との連携や医科歯科連携を更に推進していくことが求められている。
④ 訪問薬剤管理指導

高度な薬学管理等を充実させ、多様な病態の患者への対応やターミナルケアへの参画等を推進するため、麻薬調剤や無菌製剤処理、小
児への訪問薬剤管理指導、24時間対応が可能な薬局の整備が必要である。そのため、地域医療介護総合確保基金等を活用し、医療機関
等と連携して行われる研修や、カンファレンス等への参加を通じて、在宅医療に関わる薬剤師の資質向上を図ることが重要である。また、
都道府県の薬務主管課と医務主管課が連携し、地方薬事審議会等を活用して、麻薬調剤や無菌製剤処理等の高度な薬学管理が可能な薬局
の整備状況や実績について把握・分析を行い、在宅医療に必要な医薬品等の提供体制を構築することが求められている。
⑤ 訪問リハビリテーション

今後、在宅療養患者が居宅において生活機能の回復・維持を図る観点を踏まえ、医療機関におけるリハビリテーション（急性期・回復
期）から、地域における居住生活の維持向上を目指す生活期リハビリテーションを切れ目なく提供できる体制の整備が求められる。

なお、医療計画においては病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院から提供される訪問リハビリテーションについて検討するこ
ととする。

第２ 医療体制の構築に必要な事項

２ 各医療機能と連携
（２）日常の療養支援が可能な体制【日常の療養支援】

② 在宅医療に係る機関に求められる事項
・ 身体機能及び生活機能の維持向上のための口腔の管理・リハビリテーション・栄養管理を適切に提供するために、関係職種間で連携体

制を構築すること
・ 日常生活の中で、栄養ケア・ステーション等と連携し、患者の状態に応じた栄養管理を行うことや適切な食事提供に資する情報を提供

するための体制を構築すること
・ 在宅療養患者への医療・ケアの提供にあたり、医師・歯科医師の定期的な診察と適切な評価に基づく指示により、患者の病態に応じて、

適切な時期にサービスが提供される必要がある

＜在宅医療の体制構築に係る指針（令和５年３月31日）より抜粋＞

在宅医療の体制構築に係る指針③（各職種の関わり）
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令和５年度第１回医療政策研修会

令 和 5 年 ５ 月 2 4 日

資料
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第８次医療計画における在宅医療の圏域について

二次医療圏について

地理的条件等の自然的条件および日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院及び診療所に
おける入院に係る医療（中略）を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること

在宅医療の圏域について

【出典】医療法施行規則 第三十条の二九（昭和二十三年厚生省令第五十号）

５疾病・６事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制を構築する際の圏域については、従来の二次医療圏に拘らず、患者の
移動状況や地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設定すること。

＜在宅医療の体制構築に係る指針＞
第３ 構築の具体的な手順
２圏域の設定
（１）都道府県は、在宅医療提供体制を構築するに当たって、「第２ 医療体制の構築に必要な事項」を基に、前記「１ 現状の把握」で

収集した情報を分析し、退院支援、生活の場における療養支援、急変時の対応、看取りといった各区分に求められる医療機能を明確
にして、圏域を設定すること。
圏域の設定は、課題の抽出や数値目標の設定、施策の立案の前提となるものであり、施策の実効性を確保する観点から、圏域の設定
は確実に行うことが望ましい。

（２）医療機能を明確化するに当たって、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの施設が複数の機能を担うこともあり得る。
（３）圏域を設定するに当たって、在宅医療の場合、医療資源の整備状況や介護との連携のあり方が地域によって大きく変わることを勘案

し、従来の二次医療圏にこだわらず、できる限り急変時の対応体制（重症例を除く。）や医療と介護の連携体制の構築が図られる
よう、在宅医療において積極的役割を担う医療機関及び在宅医療に必要な連携を担う拠点の配置状況並びに地域包括ケアシステムの
状況も踏まえ、市町村単位や保健所圏域等の地域の医療及び介護資源等の実情に応じて弾力的に設定する。なお、在宅医療において
積極的役割を担う医療機関及び在宅医療に必要な連携を担う拠点を圏域内に少なくとも１つは設定すること。

（４）検討を行う際には、地域医師会等の関係団体、在宅医療及び介護に従事する者、在宅医療に関わる病院・診療所関係者、住民・患者、
市町村等の各代表が参画すること。

※ 赤字は第８次医療計画へ向けた指針において新たに記載された内容

【出典】「医療計画について」（令和５年３月31日 厚生労働省医政局長通知（令和５年６月15日一部改正））

【出典】「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」（令和5年3月31日 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知（令和５年６月29日一部改正））
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第１回地域医療構想アドバイザー会議

令 和 5 年 ９ 月 1 5 日
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都道府県

在宅医療の圏域の設定単位の考え方

〇 在宅医療の圏域は、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」や「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の配
置状況や、地域包括ケアシステムの観点も踏まえた上で、医療資源の整備状況や介護との連携の在り方が地域によっ
て大きく変わることを勘案し、従来の二次医療圏にこだわらず、できる限り急変時の対応体制（重症例を除く）や医
療と介護の連携体制の構築が図られるよう、市町村単位や保健所圏域等の地域の医療及び介護資源等の実情に応じて
弾力的に設定する。

市町村 市町村 市町村

二次医療圏

在宅医療の圏域

在宅医療の協議の場
（地域医療構想調整会議等）

市町村以上二次医療圏未満の単位で医
療・介護の連携体制を構築できる場合

市町村 市町村 市町村 市町村 市町村

二次医療圏

在宅医療の圏域 在宅医療の圏域

在宅医療の
協議の場

在宅医療の
協議の場

二次医療圏単位で医療・介護
の連携体制を構築できる場合

政令指定都市等

在宅医療の圏域

在宅医療の
協議の場

市・区単位で医療・介護の連携
体制を構築できる場合

都
道
府
県
と
市
町
村
の
連
携
体
制

在
宅
医
療
の
圏
域

連携 連携 連携

在宅医療において積極的役割を担う医療機関 在宅医療に必要な連携を担う拠点二次医療圏 在宅医療の圏域 市区町村

医
療

介
護

連 携

第６回在宅医療及び医療・介護連携に関

す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ

令 和 ４ 年 ９ 月 2 8 日

資料
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第８次医療計画における「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」について

第８次医療計画へ向けた「在宅医療の体制構築に係る指針」において、 ①退院支援、②日常療養支援、③急変時の対応、④看

取りの在宅医療の４つの機能の整備に向け、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」を医療計画に位置付けることとし、

記載内容について整理した。

＜「在宅医療の体制構築に係る指針」＞
第２ 医療体制の構築に必要な事項

２ 各医療機能との連携
（５） 在宅医療において積極的役割を担う医療機関

前記（１）から (４）までに掲げる目標の達成に向けて、自ら 24 時間対応体制の在宅医療を提供するとともに、他の医療機関の支援も行い
ながら、医療や介護、障害福祉の現場での多職種連携の支援を行う病院・診療所を、在宅医療において積極的役割を担う医療機関として
医療計画に位置付けること。また、在宅医療において積極的役割を担う医療機関については、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院等の地域に
おいて在宅医療を担っている医療機関の中から位置づけられることが想定される。
なお、医療資源の整備状況が地域によって大きく異なることを勘案し、在宅医療において積極的役割を担う医療機関以外の診療所及び病院につい
ても、地域の実情に応じて引き続き、地域における在宅医療に必要な役割を担うこととする。

① 目標
・ 在宅医療の提供及び他医療機関の支援を行うこと
・ 多職種が連携し、包括的、継続的な在宅医療を提供するための支援を行うこと
・ 災害時および災害に備えた体制構築への対応を行うこと
・ 患者の家族への支援を行うこと

② 在宅医療において積極的役割を担う医療機関に求められる事項
・ 医療機関（特に一人の医師が開業している診療所）が必ずしも対応しきれない夜間や医師不在時、患者の病状の急変時等における診療の支援

を行うこと
・ 在宅での療養に移行する患者にとって必要な医療及び介護、障害福祉サービスが十分確保できるよう、関係機関に働きかけること
・ 臨床研修制度における地域医療研修において、在宅医療の現場での研修を受ける機会等の確保に努めること
・ 災害時等にも適切な医療を提供するための計画（人工呼吸器等の医療機器を使用している患者の搬送等に係る計画を含む。）を策定し、他の

医療機関等の計画策定等の支援を行うこと
・ 地域包括支援センター等と協働しつつ、療養に必要な医療及び介護、障害福祉サービスや家族の負担軽減につながるサービスを適切に紹介す

ること
・ 入院機能を有する医療機関においては、患者の病状が急変した際の受入れを行うこと

【出典】「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」（令和５年3月31日医政局地域医療計画課長通知（令和５年６月29日一部改正））

※ 赤字は第８次医療計画へ向けた指針において新たに記載された内容
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【出典】「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」
（令和５年3月31日医政局地域医療計画課長通知（令和５年６月29日一部改正））

第８次医療計画における「在宅医療に必要な連携を担う拠点」について

第８次医療計画へ向けた「在宅医療の体制構築に係る指針」において、 ①退院支援、②日常療養支援、③急変時の対応、④看

取りの在宅医療の４つの機能の整備に向け、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を医療計画に位置付けることとし、記載内容

について整理した。また、在宅医療・介護連携推進事業において実施する取組との連携について記載した。

＜「在宅医療の体制構築に係る指針」＞
第２ 医療体制の構築に必要な事項

２ 各医療機能と連携
（６） 在宅医療に必要な連携を担う拠点

前記（１）から（４）までに掲げる目標の達成に向けて、地域の実情に応じ、病院、診療所、訪
問看護事業所、地域医師会等関係団体、保健所、市町村等の主体のいずれかを在宅医療に必要な連
携を担う拠点として医療計画に位置付けること。
在宅医療に必要な連携を担う拠点を医療計画に位置付ける際には、市町村が在宅医療・介護連携

推進事業において実施する取組との連携を図ることが重要である。
また、在宅医療・介護連携推進事業の実施主体と、在宅医療に必要な連携を担う拠点とが同一と

なることも想定される。さらに障害福祉に係る相談支援の取組との整合性に留意し、事前に市町村
と十分に協議することが重要である。
なお、前項の在宅医療において積極的役割を担う医療機関が在宅医療に必要な連携を担う拠点と

なることも可能である。
① 目標
・ 多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療の提供体制の構築を図ること
・ 在宅医療に関する人材育成を行うこと
・ 在宅医療に関する地域住民への普及啓発を行うこと
・ 災害時及び災害に備えた体制構築への支援を行うこと
② 在宅医療に必要な連携を担う拠点に求められる事項
・ 地域の医療及び介護、障害福祉の関係者による会議を定期的に開催し、在宅医療における提供

状況の把握、災害時対応を含む連携上の課題の抽出及びその対応策の検討等を実施すること
・ 地域包括ケアシステムを踏まえた在宅医療の提供体制を整備する観点から、地域の医療及び介

護、障害福祉サービスについて、所在地や機能等を把握し、地域包括支援センターや障害者相
談支援事業所等と連携しながら、退院時から看取りまでの医療や介護、障害福祉サービスにま
たがる様々な支援を包括的かつ継続的に提供するよう、関係機関との調整を行うこと

・ 質の高い在宅医療をより効率的に提供するため、関係機関の連携による急変時の対応や24 時
間体制の構築や多職種による情報共有の促進を図ること

・ 在宅医療に係る医療及び介護、障害福祉関係者に必要な知識・技能に関する研修の実施や情報
の共有を行うこと

・ 在宅医療に関する地域住民への普及啓発を実施すること

診療所・在支診
等

在宅
療養者

訪問看護
ステーション

介護サービス
事業所

訪問
診療

訪問
診療

介護サービス

急変時対応
（一時入院）

薬局

地域包括支援
センター

病院・在支病・
有床診療所等

市町村等

訪問薬剤
指導

在宅医療に必要な連携を担う拠点
（市町村、地域医師会、保健所、医療機関等）

連携

関係機関と連携し
在宅医療の提供

体制の構築

※ 赤字は第８次医療計画へ向けた指針において新たに記載された内容

令和５年度第２回医療政策研修会
第１回地域医療構想アドバイザー会議
令 和 5 年 ９ 月 1 5 日

資料
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○ 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地

域における医療・介護の関係機関（※）が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要。

（※）在宅療養を支える関係機関の例

・診療所・在宅療養支援診療所・歯科診療所等 （定期的な訪問診療等の実施）

・病院・在宅療養支援病院・診療所（有床診療所）等 （急変時の診療・一時的な入院の受入れの実施）

・訪問看護事業所、薬局 （医療機関と連携し、服薬管理や点滴・褥瘡処置等の医療処置、看取りケアの実施等）

・介護サービス事業所 （入浴、排せつ、食事等の介護の実施）

○ このため、関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するため、都道府

県・保健所の支援の下、市区町村が中心となって、地域の医師会等と緊密に連携しながら、地域の関係機関の連携体制

の構築を推進する。

【24年度要求額 ：１８０４百万
円 】

地域包括支援センター

診療所・在宅療養支援診療所・歯科診療所等

利用者・患者

病院・在宅療養支援病院・診療所(有床診療所)等

介護サービス事業所

訪問診療

訪問看護等

訪問診療
介護サービス

一時入院
（急変時の診療や一時受入れ）

連携

訪問看護事業所、薬局

在宅医療・介護連携支援に関する相談窓口
（郡市区医師会等）

関係機関の
連携体制の
構築支援

都道府県・保健所
後方支援、
広域調整等
の支援

市町村

・地域の医療・介護関係者による会議の開催
・在宅医療・介護連携に関する相談の受付
・在宅医療・介護関係者の研修 等

※市区町村役場、地域包括支援センターに設
置することも可能

在宅医療・介護連携の推進
第１回在宅医療及び医療・介護連
携に関するワーキンググループ
令 和 ３ 年 1 0 月 1 3 日

資料

２

19



できる限り、住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを受けつつ、安心して自分らしい生活を実現できる
社会を目指す。

○ 国民の希望に応える療養の場の確保は、喫緊の問題。
○ 「社会保障・税一体改革大綱」に沿って、病院・病床機能の分化・強化と連携、在宅医療の充実、重点化・効率化、

地域包括ケアシステムの構築等を着実に実現していく必要があり、2025年のイメージを見据えつつ、あるべき医療・
介護の実現に向けた策が必要。

○ 我が国は国民皆保険のもと、女性の平均寿命86歳（世界2位）、男性79歳（同8位）を実現するなど、世界でも類を見ない高
水準の医療・介護制度を確立。

○ 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎える予測（3,878万人）。
○ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく。
○ 国民の60％以上が自宅での療養を望んでいる。
○ ケアマネジャーの50％近くが医師との連携が取りづらいと感じているなど医療・介護の連携が十分とはいえない。

○予算での対応

・平成24年度補正予算や平成25年度予算により、在宅医療・介護を推進

○制度的対応

・平成25年度からの5カ年の医療計画に、新たに「在宅医療について達成すべき目標、医療連携体制」等

を明記

・在宅医療の法的位置づけを含め、医療法改正について検討中

○診療報酬・介護報酬

・24年度同時改定において、在宅医療・介護を重点的に評価

○組織

・省内に「在宅医療・介護推進プロジェクトチーム」を設置し、在宅医療・介護を関係部局で一体的に推進

■施策を総動員し、「在宅医療・介護」を推進

在宅医療・介護の推進について 資料３

第３２回社会保障審議会医療部会

平 成 2 ５ 年 ９ 月 1 3 日
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在宅医療連携拠点
（療養支援診療所、病院、訪問看護ステーション、自治体、

医師会等）

【背景】

○ 国民の６０％以上が自宅での療養を望んでいる。

○ 特に都市部において急速な高齢化が進展しており、死亡者数は、2040年にかけて今よりも約40万人増加。

【在宅医療・介護における課題】

○ 在宅医療を推進するには、関係する機関が連携し、医療と介護のサービスが包括的かつ継続的に提供されることが重要。し

かし、これまで、医療側から働きかけての連携の取り組みが十分に行われてきたとはいえない。

【事業の概要】

○ 在宅医療を提供する機関等を連携拠点として、多職種協働による在宅医療の支援体制を構築し、医療と介護が連携した地域
における包括的かつ継続的な在宅医療の提供を目指す。

【24年度要求額 ：１８０４百万円 】

平成２３年度 １０カ所
平成２４年度 １０５カ所

２４時間連携体制、チーム医療提供

連携拠点に配置されたケアマネジャーの資格を
持つ看護師等と医療ソーシャルワーカーが地域
の医療・介護を横断的にサポートすることで、病
気をもちながらも住み慣れた地域で自分らしく過
ごすことが可能となる。

【具体的な活動】
・地域の医療・介護関係者による協議の開催
・医療・介護関係機関の連携促進
・在宅医療に関する人材育成や普及啓発

情報共有・連携

情報共有・連携

情報共有・連携
地域の診療所（有床・無床）、薬局、

訪問看護ステーション、等

退院支援のサポート

地域包括支援センター

複合型サービス
事業所等

医療と介護の協働

保健所

情報共有・連携

人材の育成・普及啓発

病院（急性期、亜急性期、回復期）

看護、介護サービス

在宅医療連携拠点事業（平成24年度まで） 資料３

第３２回社会保障審議会医療部会

平 成 2 ５ 年 ９ 月 1 3 日
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【効果】

平成24年度在宅医療連携拠点事業

(2) 会議の開催

(3) 研修の実施

実施主体

◆地域の医療機関の分布、医療機能を把握し、地図又はリスト
化

◆更に連携に有用な項目（在宅医療の取組状況、医師の相談
対応が可能な日時等）も調査し、関係者に配布、ネット上に公
表等

◆関係者が集まる会議を開催し、地域の在宅医療・介護の課題
を抽出し、解決策を検討

【効果】
◆照会先や協力依頼先を

適切に選べるようになった。
◆医療機関への連絡方法や

時間帯、担当者が明確に
なり、連携がとりやすくなった。

◆グループワーク等の多職種参加型研修の実施
◆訪問診療同行研修の実施
◆医療機器に係る研修等の座学
◆介護職種を対象とした医療教育に関する研修等

【効果】

◆介護職、医療職間の理解が促進され、研修に参加した事業所、医療機
関等による新たな連携体制が構築できた。

◆専門医療機関との勉強会等で各職種のスキルアップができた。

実施した在宅医療多職
種連携会議に対する評
価

在宅医療多職種連携会議の開催回数とその評価

1 

3 

1 

14 

1 

17 

4 

25 

6 

17 

92 

27 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

終了期

初期

未実施 計画中 概ね１ヶ月以内に実施予定 実施（１回） 実施（２回） 実施（３回以上）

在宅医療多職種連携
会議の開催回数

92%の拠点で年3回以上
の会議が開催された(1) 地域の医療・福祉資源の把握及び活用

0 

3 

1 

2 

27 

33 

49 

25 

25 

6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

終了期

初期

全く評価できない

あまり評価できない

まあまあ評価できる

よく評価できる

非常に評価できる

74%の拠点で会議

に対する高い評価
を得た

実施主体 箇所数 実施主体 箇所数

自治体 14 医師会等医療関係団体 16

病院 32 訪問看護ステーション 10

うち在宅療養支援病院 14 薬局 1

診療所 29 その他（ＮＰＯ法人等） 3

うち在宅療養支援診療所 28 合計 105

（熊本市）

資料３

第３２回社会保障審議会医療部会

平 成 2 ５ 年 ９ 月 1 3 日
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(4) 24時間365日の在宅医療・介護提供体制の構築

(5) 患者・家族や地域包括支援センター・ケアマネ
ジャーを対象にした相談窓口の設置

(6) 効率的な情報共有のための取組

(7) 地域住民への普及啓発

◆地域住民を対象にしたシンポジウムの開催

◆地域住民に対する在宅医療相談窓口の設置（市の施設への
設置、病院への設置）
◆パンフレット、チラシ、区報、ホームページ等を活用

◆患者・家族、地域包括支援センターやケアマネからの在宅医
療・介護に係る総合的な問い合わせへの対応

◆地域の在宅医療・介護関係者の連絡のための様式・方法の
統一

◆地域連携クリティカルパスの作成

◆ショートステイの空き情報等のネット上のリアルタイム情報の
発信

【効果】 24時間対応の在宅医療提供体制

◆緊急入院受け入れ窓口の設置
◆主治医・副主治医制のコーディネート 等

【効果】

◆ケアプランに必要な医療的支援を位置づけられ、より適切な
ケアマネジメントが行われるようになった。

◆医療・介護ニーズが高い方について、各関連施設への連絡・
調整が円滑になった。

【効果】

◆多職種の専門性を生かした質の高いサービスの提供ができ
た。

◆ ＩＣＴやメーリングリストを活用することにより、タイムリーな情
報共有が可能となった。

【効果】

23

12 

64

93 

39

0% 20% 40% 60% 80% 100%

終了期

初期

未実施 実施

フォーラム･講演会等の開催

効果データの出典）平成24年度 厚生労働科学研究費補助金地域医療基盤開発推進研究
「在宅拠点の質の向上のための介入に資する活動性の客観的評価に関する研究」

7 

16 

38 

45 

38 

28 

15 

9 

7 

5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

終了期

初期

未構築 構築不足 まあまあ構築 よく構築 非常によく構築

地域における
かかりつけ医の24時間対
応体制の構築

93%の拠点でフォーラムや
講演会が開催された

60%の拠点でかかりつけ医の24
時間対応体制が構築できた

担当医調整様式（例）

（鶴岡地区医師会）

（板橋区医師会）

地区医師会

在宅診療所
（副主治医）

在宅診療所
（主治医）

連携

調整

【主治医・副主治医制】

平成24年度在宅医療連携拠点事業 資料３
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中間まとめ

◼ 平成２３年度の１０ヶ所、平成２４年度は１０５ヶ所の地域において、都道府県、市町村、医師会、在宅療
養支援診療所（病院）、訪問看護ステーション等が連携拠点となり、在宅医療において、医療側から介
護への連携を図る取り組みを実施。

◼ 各拠点においては、平成２３年度の在宅医療連携拠点事業で得られた知見を活かし市町村と地域医師
会が連携を図りつつ取組みが進められた。

◼ 拠点事業の効果としては、在宅医療提供機関間のネットワークの構築により在宅医療提供機関数が増
加するとともに、重症例への対応機能の強化につながり、在宅医療の充実と在宅医療を含めた地域包
括ケアシステムの構築に寄与したと考えられる。

◼ また、顔の見える関係性が構築されたことで介護関係者側にとっては医療関係者へのアプローチが容
易になり、医療者側の介護への理解も深まった。さらに研修会等で介護関係者の医療分野の知識の充
実が図られる等を通じてケアマネジメントの質が向上していると考えられる。

◼ 地域包括ケアシステムの実現のためには、地域において面的に在宅医療・介護連携を展開していくこと
が不可欠であるが、その推進体制としては地域全体を見渡せ、中立的な立場で関係者間の調整を行う
ことができる市町村が中心となり、医療側から他職種も含めて地域全体に働きかけやすい医師会等の
理解と協力を得て取り組むことが重要であることが改めて確認された。またその前提として都道府県レ
ベルでの関係団体等への働きかけや調整など、都道府県が市町村を支援する体制を整えることも重要
である。
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⚫ 療養相談室によるケアマネ等への支援

困難事例等について居宅介護支援事業所、地域包括支援センターからの相
談体制を整備

⚫ 主任ケアマネジャーの会（月１回）の設置
ケアマネ、拠点担当医師、看護師が参加

⚫ Care＆Cure会議（月１回）の開催
日常的にチームを組んでいる訪問介護兼居宅介護支援事業所管理者、拠点
担当医師、看護師、MSWが参加

山形県鶴岡地区医師会

１４のアクションプランを計画・実行

⚫ 研修会・意見交換会の開催
⚫ 主任介護支援専門員へのアンケート調査
⚫ 連携シートの作成（ケアマネ⇔医師）
⚫ NET4U（患者情報共有ツール）の利用促進・導入促進
⚫ 行政担当者との

定期的なミーティング
⚫ 短期入所の空き

情報提供（毎週更新）

⚫ 医療依存度の高い方
の施設受入れ情報
DB作成

東京都板橋区医師会

長野県須坂市

須高在宅ネットワークの体制の構築

⚫ 須高地域医療福祉推進協議会

3市町村長、三師会長、保健福祉事務所長、3病院長、介護保険
施設の代表等

⚫ ネットワーク体制構築

病 院： 3施設（県立須坂病院・新生病院・轟病院）
診療所： 18診療所
訪問看護事業所： 6事業所
行 政： 3市町村（須坂市・小布施町・高山村）

◆医師会・三病院・訪問看護ステーション・三市町村で住民が24時間
安心して在宅療養ができる体制を構築。

◆緊急対応は、在宅療養支援病院（新生病院・轟病院）と診療所と訪
問看護ステーションがチームとなって対応する。

⚫ 在宅用診療情報提供書

⚫ バックベッド受け入れ手順書
受診歴のない方の情報を事前に登録し
緊急入院に備えたバックベッドの体制の構築

⚫ 在宅医療診療報酬
連携の方法と代診の診療報酬算定の取り決め

⚫ 資源ガイド・在宅支援ネットワークマニュアル
薬剤・医療材料供給システム、
在宅医連携マニュアル
災害支援情報を作成

⚫ iPadを使った情報共有
システム（開発中）

福岡県宗像市医師会

（参考）平成24年度在宅医療連携拠点事業（事例）
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○ 平成２５年度からの医療計画には、新たに「在宅医療について達成すべき目標、医療連携体制」等を盛り込む

こととし、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」などを含めた連携体制を位置づけ。

医療計画に基づく体制の構築に必要となる事業費等に対応するため、平成２４年度補正予算において、地域

医療再生基金を積み増し。

○ 国においては、平成２３年度及び２４年度に実施した「在宅医療連携拠点事業」で得られた成果を随時、情報

提供する予定。

各都道府県におかれては、これらの知見を参考に、在宅医療・介護提供体制の確保のため、市町村や地域医

師会等の関係者と連携した取組を実施して頂きたい。

【24年度要求額 ：１８０４百万円 】
介護と連携した在宅医療の体制整備＜在宅医療推進事業＞
２４年度補正予算 地域医療再生交付金の拡充 ５００億円の内数

【在宅医療推進事業の例】

⚫ 地域全体の在宅医療を推進するに当たり、特に重点的に対応が必要な地域での取組の実施。

⚫ 事業実施に当たっては市町村が主体となって、地域医師会等と連携しながら在宅医療の提供体制構築に向けた取組を支援。

⚫ 具体的には、以下のような取り組みを通して、地域の在宅医療・介護関係者の顔の見える関係の構築と、医療側から介護へ

の 連携を働きかける体制作りに取り組むことが考えられる。

① 地域の医療・福祉資源の把握及び活用

② 会議の開催（会議への医療関係者の参加の仲介を含む。）

③ 研修の実施

④ ２４時間３６５日の在宅医療・介護提供体制の構築

⑤ 地域包括支援センター・ケアマネを対象にした支援の実施

⑥ 効率的な情報共有のための取組（地域連携パスの作成の取組、地域の在宅医療・介護関係者の連絡様式・方法の統

一など）

⑦ 地域住民への普及・啓発
26
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○ 団塊の世代が75歳となる2025年には、75歳以上人口が2,000万人を超える。医療提供体制の見直しと連動し、今後、
在宅で医療・介護を必要とする人が増加する。特に、単身高齢者、認知症高齢者が増加し、地域包括ケアシステムの実現
のためには、医療と介護の連携がますます重要であり、在宅医療・介護の提供体制の充実と医療・介護連携の推進が必要。

○ 在宅医療と介護の連携は、退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り等様々な局面で求められる。特に、
今後増加する退院による在宅復帰の際に円滑に適切な在宅サービスにつなげることや、再入院をできる限り防ぎ在宅
生活を継続するため、在宅医療・介護の連携強化が求められている。さらに、重度な高齢者に対しては自宅での看取
りも視野に入れつつ、連携することが必要。

○ その中で、介護支援専門員や介護支援専門員を支援する機能をもつ地域包括支援センターが果たす役割は大きいが、
医師との連携に困難を感じる介護支援専門員が約５割、地域包括支援センターが約２割という現状。このため医療側
からも取組の強化が求められている。あわせて地域包括支援センターでも、医療面での対応強化や認知症高齢者への
対応強化など体制の充実が求められるとともに、在宅医療に関する拠点機能との連携の強化が必要。

○ これまでの医療行政は、都道府県が二次医療圏を中心に考えてきたが、今後、在宅医療についてはより日常生活圏
域に近いエリア等の市町村レベルで体制を整える必要がある。

○ 在宅医療と介護を一体的に提供できる体制整備を図るには、地域の医師会等と連携しつつ、都道府県の支援のもと、
市町村が積極的に関与することが必要。

在宅医療・介護連携の推進について

○ 在宅医療・介護連携拠点の機能について、現在の地域包括支援センターによる包括的支援事業や地域ケア会議と役
割分担や連携方法に留意しつつ、介護保険法の中で制度化してはどうか。

○ これまで在宅医療の提供体制等への関与が少なかった市町村の取組を推進するために、都道府県が積極的に支援す
ることが必要ではないか。

○ 小規模市町村での取組を円滑に進めるため、複数の市町村による共同での事業を認める等の措置が必要ではないか。

○ 在宅医療・介護連携拠点の機能については、医療計画との調和も図りながら、介護保険事業（支援）計画に記載す
ることとしてはどうか。

現状と課題

論点

社会保障審議会
介護保険部会（第46回） 資料３

平成25年8月28日
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第２部 社会保障４分野の改革
Ⅱ 医療・介護分野の改革
２ 医療・介護サービスの提供体制改革
（４） 医療と介護の連携と地域包括ケアシステムというネットワークの構築

（略）
また、地域包括ケアの実現のためには地域包括支援センターの役割が大きい。かかりつけ医機能を

担う地域医師会等の協力を得つつ、在宅医療と介護の連携を推進することも重要である。これまで取
り組んできた在宅医療連携拠点事業について、地域包括推進事業として制度化し、地域包括支援セ
ンターや委託を受けた地域医師会等が業務を実施することとすべきである。

社会保障制度改革国民会議 報告書（抄）

社会保障審議会
介護保険部会（第46回） 資料３

平成25年8月28日
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在宅医療・介護の連携推進の制度的な位置づけ（イメージ）

包括的支援事業
・介護予防ケアマネジメント業務
・総合相談支援業務
・権利擁護業務
・包括的・継続的マネジメント支援業務

介護予防事業

任意事業

地域支援事業（現行）

地域包括支援セン
ターに一括して委託

在宅医療・介護の連携推進
に係る事業を追加

他の事業とは別に委託可能

○ 在宅医療連携拠点事業（平成23・24年度）、在宅医療推進事業（平成25年度～）の成果を踏まえ、
在宅医療・介護の連携推進について、介護保険法の中で恒久的な制度として位置づけ、 全国的に
取り組むこととしてはどうか。

○ 具体的には、医療に係る専門的な知識及び経験を活用した地域における医療と介護の連携の推進
について介護保険法の地域支援事業の包括的支援事業に位置づけ、市町村が主体となり、取り組む
こととしてはどうか。

○ その際、現行制度では包括的支援事業を委託する場合、事業の全てにつき一括して行うことと
規定されているが、医療に係る専門的な知識及び経験が必要である業務の趣旨に鑑み、在宅医療・
介護の連携推進に係る事業については、これらを適切に実施できる事業体に、他の事業とは別に委
託できる仕組みが必要ではないか。

社会保障審議会
介護保険部会（第46回） 資料３

平成25年8月28日
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在宅医療・介護の連携推進について（イメージ）

市町村
（地域の現状把握・連絡調整等）

地域包括支援センター

連携

在宅医療連携拠点機能
（医師会等）

都道府県
（後方支援・広域調整等）

（参考） 想定される取組の例
①地域の医療・福祉資源の把握及び活用

・地域の医療機関等の分布を把握し、地図又はリスト化し、関係者に配布

②在宅医療・介護連携に関する会議への参加又は関係者の出席の仲介
・関係者が集まる会議を開催し、地域の在宅医療・介護の課題を抽出し、解決策を検討

③在宅医療・介護連携に関する研修の実施
・グループワーク等の多職種参加型の研修の実施

④24時間365日の在宅医療・介護提供体制の構築
・主治医・副主治医制等のコーディネート

⑤地域包括支援センター・介護支援専門員・介護サービス事業者等への支援
・介護支援専門員からの在宅医療・介護に係る総合的な問い合わせへの対応 等

社会保障審議会
介護保険部会（第46回） 資料３

平成25年8月28日
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在宅医療・介護連携の推進方策について

 平成24年度診療報酬改定（例）

診療報酬

介護報酬

往診料 緊急加算 ６５０点

夜間加算 １，３００点

深夜加算 ２，３００点

往診料 緊急加算 ８５０点

夜間加算 １，７００点

深夜加算 ２，７００点

＜往診料＞

訪問看護については、がん末期等の場合は、介護報酬ではなく診療報酬での取扱等あり

【医療との連携強化】
○ 医療との連携を強化する観点から、医療連携加算や退院・退所加算について、算定要件及び評価等の見直しを行う。併せて、在宅患者緊急時

等カンファレンスに介護支援専門員が参加した場合に評価を行う。

・医療連携加算 150単位 → 入院時情報連携加算（Ⅰ） 200単位（医療機関に訪問して情報提供した場合）
入院時情報連携加算（Ⅱ） 100単位（上記以外の場合）

・退院・退所加算 （Ⅰ）400単位 （Ⅱ）600単位 → 退院・退所加算 300単位（入院等期間中３回まで）
・緊急時等居宅カンファレンス加算（新規） → 200単位（月２回まで）

 平成24年度介護報酬改定（居宅介護支援費）（例）

平成23、24年度 在宅医療連携拠点事業（モデル事業）

平成25年度～ 在宅医療推進事業

平成27年度～
介護保険法の地域支援事業

資料３

第３２回社会保障審議会医療部会

平 成 2 ５ 年 ９ 月 1 3 日
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「在宅医療・介護連携推進事業」における課題と
「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の役割

〇 在宅医療・介護連携において「在宅医療・介護連携推進事業」が重要な役割を果たしているが、地域によっては介
護主体で進められており、人材の不足や医療との連携が課題となっている。

〇 市区町村と都道府県、行政内の関係部局との協調も課題であり、地域の実情を踏まえた「在宅医療・介護連携推進
事業」と「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の連携が効果的と考えられる。

※ 在宅医療・介護連携推進支援事業 事業実施内容報告書 （令和３年度）

市町村が在宅医療・介護連携推進事業を実施していく中で課題だと感じているもの

医療との連携

人材不足

34.0%

72.8%

50.0%

53.5%

38.7%

63.3%

58.4%

69.7%

50.8%

34.5%

47.6%

46.2%

62.6%

59.5%

70.1%

32.1%

33.7%

32.4%

30.3%

40.3%

44.3%

41.0%

40.1%

22.4%

36.5%

2.5%

0.9%

1 .  予算の確保

2 .  事業実施のためのノウハウの不足

3 .  本事業の存在や必要性を医療・介護関係者に認知してもらうこと

4 .  行政と関係機関（医師会、医療機関等）との協力関係の構築

5 .  行政内部の連携、情報共有等

6 .  地域支援事業の全体像を見渡せる人材の不足

7 .  総合事業などと連携した事業計画の策定ができる人材の不足

8 .  本事業を総合的に進めることができるような人材の育成

9 .  事業運営に関する相談のできる人材の不足

1 0 .  現状の在宅医療・介護サービスの提供実態が把握できていないこと

1 1 .  将来的な在宅医療・介護連携推進事業のあるべき姿をイメージできていないこと

1 2 .  多職種間の協力関係の強化・情報共有の効率化

1 3 .  地域の医療・介護資源の不足

1 4 .  事業推進を担う人材の不足（市区町村担当者及び事業委託先を想定）

1 5 .  指標設定等の事業評価のしにくさ

1 6 .  隣接する市区町村との広域連携の調整

1 7 .  都道府県が把握している在宅医療や介護の資源に関する当該市区町村のデータ等…

1 8 .  在宅医療・介護連携推進事業に関する研修・情報提供（先進事例等）

1 9 .  多職種研修の企画・運営の技術的支援

2 0 .  在宅医療・介護連携に関する相談窓口に配置する相談員の研修、人材育成

2 1 .  医師会等関係団体との調整

2 2 .  医療機関との調整

2 3 .  広域的な医療・介護連携（退院調整等）に関する協議

2 4 .  市区町村間の意見交換の場の設定

2 5 .  地域医療構想や地域医療計画との整合を取るための方策

2 6 .  その他

2 7 .  特にない

第６回在宅医療及び医療・介護連携に関

す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ
令 和 ４ 年 ９ 月 2 8 日

資料
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在宅医療と介護の連携に係る動きについて

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

医
療

医療計画（在宅医療） 第６次 第７次 第８次

在宅医療に
必要な連携を担う拠点

医療計画に位置付けることが望ましい 医療計画に位置付けることが望ましい 位置付けること

在宅医療に係る
主な事業

介
護

介護保険事業計画
～

第４期
第５期 第６期 第７期 第８期 第９期

在宅医療・介護連携
推進事業

順次、市町村で実施 全ての市町村で実施

○ 第６次医療計画（平成25年度から開始）において、在宅医療が５疾病・５事業に並ぶ柱の一つとして位置付けられた。
○ 在宅医療と介護を一体的に提供するために必要な支援として、在宅医療連携拠点事業（平成23・24年度）、在宅医療連携
推進事業（平成25年度～）において実施された。これらの成果を踏まえ、在宅医療・介護連携推進事業が地域支援事業に位置
付けられ、全国的に取り組まれた。
○ 第８次医療計画へ向けた「在宅医療の体制構築に係る指針」において、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を医療計画に
位置付けることとした。

地域の在宅医療の
体制整備に向けた

調査・連携支援事業

地域医療再生基金による
在宅医療推進事業

地域医療介護総合確保基金を活用した在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業（事業区分II)

在宅医療
連携拠点事業

小児等在宅医療

連携拠点事業
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＜事業推進上の課題＞
○各在宅医療推進センターの更なる体制強化が必要
○各市町村の在宅医療・介護連携推進事業との更なる連携

（現在、30市町村のうち15ヶ所が拠点へ業務委託。それ以外は拠点と各支町村が月に
一回の会議を開催）

＜横展開に向けての提言＞
○規制緩和：ＩＣＴに係る患者情報の利用に関する手続きの簡素化
○財政支援：事業の安定実施に向け、地域医療介護総合確保基金の都道府

                        県要望額満額交付

１．令和4年度予算：85,419千円（特財・地域医療介護総合確保基金）
２．事業目的

住み慣れた自宅や地域での療養を希望する人が在宅医療を受けら
れるよう、医療従事者等の負担軽減の仕組みづくりや多職種連携の仕
組みづくりなどを通じて、地域における在宅医療の受け皿の拡充を図
る。
（在宅医療推進センター設置・運営及び在宅医療ＩＣＴ構築に対し補

助、 平成27年10月～）
３．取組の特長（特に工夫している部分に下線）

・ 県全域をカバーする県医師会と各地域の実情に応じた対応が可能
な各郡市医師会がそれぞれ「在宅医療推進センター」を設置

・ 多職種間で患者情報等の共有を行う在宅医療ＩＣＴシステムを整備

・県医師会及び県内全１６郡市医師会に計１７か所の在宅医療推進センターを設置
済み

・１６郡市医師会のうち、１２郡市医師会で在宅医療ICTシステムを整備・運用中
・各郡市医師会在宅医療推進センター主導で地域の入退院支援推進のための取組を

実施

（令和４年３月末現在）

事業概要（取組の特長）

事業の成果等

在宅医療・介護連携推進事業との連携

事業推進上の課題等

・高齢化が進展する中、在宅医療の需要増が見込まれている
・在宅医療に係る多職種連携が十分でなく、医師の負担が大きい
・地域の実情に合った在宅医療提供体制を構築する必要がある

取組の背景

・在宅医療･介護連携事業の一部または全部を推進センターに委託し、事業
を展開している市町村もあり、事業全体を精査し効率的な計画、実施をして
いる。

新潟県における「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の取組 第６回在宅医療及び医療・介護連
携に関するワーキンググループ

令 和 ４ 年 ９ 月 2 8 日
資料
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県
郡市区
医師会

市町村
地域支援事業の中
で（ア）～（キ）
のメニューを実施

ケアマネ

診療所

歯科

訪問看護ステーション

薬剤師

病院

介護職

在宅医療連携拠点整備事業 ※財源：地域医療介護総合確保基金

連携・協力
（①委託）

在宅医療提供体制充実強化事業 ※財源：地域医療介護総合確保基金

主な事業メニュー
A 在宅医療相談窓口事業

在宅医療提供体制の検討（医療+介護）

在宅医療提供体制の検討（医療のみ）

D 住民への啓発
退院時連携促進事業（研修会等実施）
退院時連携促進事業（連携パスの策定等）
在宅医師等同行訪問事業（多職種間）
在宅医師等同行訪問事業（同職種間）

G 在宅医療機器整備事業

在宅医療推進に係る研修会の開催（医療+介護）

在宅医療推進に係る研修会の開催（医療のみ）

Ｅ

Ｆ

B

C

（ア）地域の医療・介護の資源の把握

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援
（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援
（カ）医療・介護関係者の研修
（キ）地域住民への普及啓発

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携

地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業） ※財源：介護保険料 + 公費

①在宅医療の充実強化のためのルールづくり（病診連携・診診連携等）
②医療従事者に対する研修
③在宅医療・介護連携に関する広域的・補完的事業
 ④その他（①～③以外で在宅医療提供対策の充実強化に資すると認められる事業）④その他（①～③以外で在宅医療提供対策の充実強化に資すると認められる事業）

補助

補助

委託
手引き
Ver.3に
改訂

～H29

H30～

R2～

①在宅医療・介護連携推進事業 ・ ②在宅医療提供体制充実強化事業 スキーム図
・H29まで郡市区医師会に連携拠点事業として、補助していたが、H30から、市町村
においては、在宅医療と介護の連携推進が介護保険法の地域支援事業として位置づけ
られたため、市町村と県での事業のすみわけを整理した。
・拠点整備事業の実施により、在宅医療・介護の連携体制は徐々に構築されつつある
が、さらなる受け皿の拡大のため、充実強化事業として、県が市町村（郡市区医師
会）に広域的・補完的な取組の支援を実施。
・市町村が地域支援事業の中でどの程度の役割を委託しているか、マンパワーや医療
資源等の違いから、市町村と郡市区医師会の事業の役割分担は地域により差がある。
・福岡県は、ほぼすべての市町村で郡市区医師会に在宅医療・介護連携事業の委託
を行っており、原則として、郡市区医師会が中心となり、在宅医療・介護連携を推進
しているところだが、県としては、在宅医療・介護連携従事者として、市町村・保健
所の職員にも研修会等を通じて、事業の推進を呼び掛けている。郡市区医師会・市町
村・保健所等が協議の場等で話し合い、地域の役割分担の中で協力して事業を推進し
ていくのが望ましいと考えている。

事業の実施

②補助

県医師会やコンサル
等と連携し、支援 県民

・・・地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）に係るもの

・・・在宅医療の充実のための専門的・技術的な対応が必要な取組 ※③地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）で、市町村等の単独実施が難
しい事業や、広域的な実施が効果的・効率的な事業に対しての支援

福岡県における「在宅医療に必要な連携を担う拠点」への取組 第６回在宅医療及び医療・介護連携に

関 す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ

令 和 ４ 年 ９ 月 2 8 日

資料
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国

消費税財源活用

市
町
村

市町村計画

（基金事業計画）

都
道
府
県

都道府県計画

(基金事業計画)

基金
※国と都道府県の

負担割合２／３、 １／３
（Ⅰ-2 については国10/10）

申
請

事業者等（医療機関、介護サービス事業所等）

交
付

交付

地域医療介護総合確保基金

交付
提出

交付
提出

申請

地域医療介護総合確保基金の対象事業

都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）

○ 基金に関する基本的事項
・公正かつ透明なプロセスの確保（関係者の意見を反映させる仕組みの整備）
・事業主体間の公平性など公正性・透明性の確保
・診療報酬・介護報酬等との役割分担

○ 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項
医療介護総合確保区域の設定※1 ／ 目標と計画期間（原則１年間） ／
事業の内容、費用の額等 ／ 事業の評価方法※2

※1 都道府県は、二次医療圏及び老人福祉圏域を念頭に置きつつ、地域の実情を
踏まえて設定。市町村は、日常生活圏域を念頭に設定。

※2 都道府県は、市町村の協力を得つつ、事業の事後評価等を実施
国は都道府県の事業を検証し、基金の配分等に活用

○ 都道府県は市町村計画の事業をとりまとめて、都道府県計画を作成

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の
確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が急務の課題。

○ このため、平成26年度から消費税増収分等を活用した財政支援制度（地域医療介護総合確保基金）を創設し、各都道府県
に設置。各都道府県は、都道府県計画を作成し、当該計画に基づき事業を実施。

Ⅰ-１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

Ⅰ-２ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業

Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業

Ⅲ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）

Ⅳ 医療従事者の確保に関する事業

Ⅴ 介護従事者の確保に関する事業

Ⅵ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
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地域医療介護総合確保基金を活用した在宅医療の推進

１．在宅医療の実施に係る拠点・支援体制の整備に資する事業

・ 在宅医療の実施に係る拠点の整備
（事業例） 市町村及び地域の医師会が主体となって、在宅患者の日常療養生活の支援・看取りのために、医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護師が

連携し、 医療側から介護側へ支援するための在宅医療連携拠点を整備することにかかる経費を支援。

・ 在宅医療に係る医療連携体制の運営支援
（事業例） 在宅患者の退院調整や急変時の入院受入整備等に資する病院との医療連携体制の運営に係る経費を支援。

・ 在宅医療推進協議会の設置・運営
（事業例） 県内の在宅医療の推進を図るため、在宅医療関係者等で構成する多職種協働による在宅医療推進協議会を開催するための経費を支援。

２．在宅医療や訪問看護を担う人材の確保・養成に資する事業

・ 在宅医療の従事者やかかりつけ医の育成
（事業例）かかりつけ医の普及定着を推進するため、地域医師会等における、医師に対する研修や、住民に対する広報活動に対する経費を支援。

・ 訪問看護の促進、人材確保を図るための研修等の実施
（事業例）訪問看護の安定的な提供体制を整備するための機能強化型訪問看護ステーションの設置や訪問看護の人材育成の研修等に必要な経費を支援。

３．その他在宅医療の推進に資する事業

・ 在宅歯科医療の実施に係る拠点・支援体制の整備
（事業例）在宅歯科医療を推進するため、都道府県歯科医師会等に在宅歯科医療連携室を設置し、在宅歯科相談事業等の運営等に必要な経費を支援。

・ 在宅医療における衛生材料等の円滑供給の体制整備
（事業例）在宅医療における衛生材料等の供給を円滑に行うため、地域で使用する衛生材料等の供給拠点となる薬局の設備整備に必要な経費を支援。

地域包括ケアシステムの構築を図るため、在宅医療の実施に係る拠点の整備や連携体制を確保するための
支援など、在宅における医療を提供する体制の整備に対する助成を行う。

事業区分Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業

都道府県や市町村は、地域の在宅医療の推進のため、下記のような事業を、地域の実情に合わせて個別・具体的に
計画し、地域医療介護総合確保基金（事業区分Ⅱ）を通じて、事業者に対する支援を実施している。

令和６年度予算額：３６３億円（公費５４４億円）

（令和５年度予算額：３２７億円（公費４９１億円））
※  予算額は区分Ⅳ（医療従事者の確保）との合算

※ 記載の事業例は、「地域医療介護総合確保基金（医療分）に係る標準事業例及び標準単価の設定について」（平成29年１月27日付け医政局地域医療計画課長通知）に定める標準事業例から引用
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３．「在宅医療に必要な連携を担う拠点」と

「在宅医療・介護連携推進事業」の関わり
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「在宅医療に必要な連携を担う拠点」と「在宅医療・介護連携推進事業」の関わり

○ 第８次医療計画に向けた「在宅医療の体制構築に係る指針」において、在宅医療に必要な連携を担う拠点を医療計画に位置付

ける際には「市町村が在宅医療・介護連携推進事業において実施する取組との連携を図ることが重要である」と記載されている。

○「在宅医療・介護連携推進事業」の事業内容は、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」との連携が有効なものとなっている。

※ 在宅医療・介護連携推進事業の手引き Ver.3 （令和２年9月）

在宅医療に必要な連携を担う拠点

【設置主体】病院、診療所、訪問看護事業所、
地域医師会等関係団体、保健所、市町村等

【求められる事項】
• 地域の医療及び介護、障害福祉の関係者による会議を定期的に

開催し、在宅医療における提供状況の把握、災害時対応を含む
連携上の課題の抽出及びその対応策の検討等を実施すること

• 地域包括ケアシステムを踏まえた在宅医療の提供体制を整備す
る観点から、地域の医療及び介護、障害福祉サービスについて、
所在地や機能等を把握し、地域包括支援センターや障害者相談
支援事業所等と連携しながら、退院時から看取りまでの医療や
介護、障害福祉サービスにまたがる様々な支援を包括的かつ継
続的に提供するよう、関係機関との調整を行うこと

• 質の高い在宅医療をより効率的に提供するため、関係機関の連
携による急変時の対応や24 時間体制の構築や多職種による情報
共有の促進を図ること

• 在宅医療に係る医療及び介護、障害福祉関係者に必要な知識・
技能に関する研修の実施や情報の共有を行うこと

• 在宅医療に関する地域住民への普及啓発を実施すること
（関係機関の例）
• 病院・診療所
• 薬局
• 訪問看護事業所
• 居宅介護支援事業所
• 訪問介護事業所
• 介護保険施設
• その他の介護施設・事業所
• 地域包括支援センター
• 基幹相談支援センター・相談支援事業所
• 消防機関

令 和 ５ 年 度 第 ２ 回 医 療 政 策 研 修 会
第 １ 回 地 域 医 療 構 想 ア ド バ イ ザ ー 会 議

令 和 5 年 ９ 月 1 5 日

資料

４
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「在宅医療に必要な連携を担う拠点」と「在宅医療・介護連携推進事業」の連携

○ 医療計画に定められた「在宅医療に必要な連携を担う拠点」では、在宅医療を受ける者に対し、多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療の提
供体制の構築を図るため、在宅医療における提供状況の把握、連携上の課題の抽出及びその対応策の検討等を実施する。対象は高齢者に限らない。

○ 地域支援事業（介護保険法）に定められた「在宅医療・介護連携推進事業」では、地域の実情に応じ、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築
のための取組を実施する。対象は主に高齢者である。

○ いずれにおいても日常の療養支援、入院・退院支援、急変時の対応、看取りの機能が求められる。
○ 地域医療介護総合確保基金及び地域支援事業交付金については、併用も含めた活用が可能。

○ 入院医療機関と在宅医療・介護に係る機関との協働による退院支援の
実施

○ 一体的でスムーズな医療・介護サービスの提供

○ 在宅療養者の病状の急変時における往診や訪問看護の体制及び入院病
床の確保

○ 患者の急変時における救急との情報共有

日常の療養支援 入院・退院支援

○ 住み慣れた自宅や介護施設等、患者が望む場所での看取りの実施
○ 人生の最終段階における意思決定支援

○ 上記４つの機能の確保にむけ、必要な連携を担う役割
・ 地域の医療及び介護、障害福祉の関係者による会議の開催
・ 在宅医療における提供状況の把握、連携上の課題の抽出、対応策の

検討
・ 地域包括支援センターや障害者相談支援事業所等との連携も含め、

包括的かつ継続的な支援にむけた関係機関の調整、連携体制構築 等

在宅医療に必要な連携を担う拠点

○ 上記４つの機能に加えて、認知症の対応、感染症発生時や
災害時対応等の様々な局面に在宅医療・介護連携を推進する
ための体制の整備を図る。

【設置主体】市町村、保健所、地域医師会等関係団体、
病院、診療所、訪問看護事業所 等

【実施主体】市町村

在宅医療・介護連携推進事業

地域医療介護総合確保基金 地域支援事業交付金

在宅医療の対象は
高齢者に限らない

主に高齢者が対象

※ 「在宅医療・介護連携推進事業」の実施主体と「在宅医療に必要な連携を担う拠点」とが同一となることも可能

急変時の対応

○ 多職種協働による患者や家族の生活を支える観点からの医療(在宅医療
を含む)・介護の提供の提供 ○ 緩和ケアの提供

○ 家族への支援 ○ 認知症ケアパスを活用した支援

看取り
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出典：厚生労働省 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」、 「地域支援事業の実施について（老発第０６０９００１号 平 成 1 8 年６月９ 日 最終改正
老 発 0 805 第 ３ 号 令和６年 ８ 月 ５ 日」

医療計画における「在宅医療に必要な連携を担う拠点に求められる事項」と
在宅医療・介護連携推進事業における「PDCAサイクルに沿った取組」について

○地域の医療及び介護、障害福祉の関係者による会議を定期的に

開催し、在宅医療における提供状況の把握、災害時対応を含む

連携上の課題の抽出及びその対応策の検討等を実施すること

○地域包括ケアシステムを踏まえた在宅医療の提供体制を整備す

る観点から、地域の医療及び介護、障害福祉サービスについて、

所在地や機能等を把握し、地域包括支援センターや障害者相談

支援事業所等と連携しながら、退院時から看取りまでの医療や

介護、障害福祉サービスにまたがる様々な支援を包括的かつ継

続的に提供するよう、関係機関との調整を行うこと

○質の高い在宅医療をより効率的に提供するため、関係機関の連

携による急変時の対応や24 時間体制の構築や多職種による情報

共有の促進を図ること

○在宅医療に係る医療及び介護、障害福祉関係者に必要な知識・

技能に関する研修の実施や情報の共有を行うこと

○在宅医療に関する地域住民への普及啓発を実施すること

医療計画（在宅医療の体制構築に係る指針）における
「在宅医療に必要な連携を担う拠点に求められる事項」

（ア）地域の医療・介護の資源の把握

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

（ウ）切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築の推進

（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援
■在宅での看取りや入退院時等に活用できるような情報共有ツールの

作成・活用

（オ）在宅医療・介護関係者に関する相談支援
■コーディネーターの配置等による相談窓口の設置
■関係者の連携を支援する相談会の開催

（カ）医療・介護関係者の研修
■多職種の協働・連携に関する研修の実施（地域ケア会議含む）
■医療・介護に関する研修の実施

（キ）地域住民への普及啓発
■地域住民等に対する講演会やシンポジウムの開催
■周知資料やHP等の作成

在宅医療・介護連携推進事業における
「PDCAサイクルに沿った取組」

①現状分析・課題の抽出・政策立案

②対応策の実施

③対応策の評価・改善

設置主体：病院、診療所、訪問看護事業所、地域医師会等関係団体、
保健所、市町村等

実施主体：市町村（委託する場合あり）
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